
 

 

一般社団法人日本調理科学会関東支部規約 

 

(名称) 

第1条 本支部は，一般社団法人(以下(一社))日本調理科学会関東支部と称する。 

 

(目的) 

第2条 本支部は，(一社)日本調理科学会定款第 3 条に基づいて設立し，関東地方に

おける調理科学に関する研究の推進ならびにその知識の普及を図ることを目

的とする。 

 

(事業) 

第3条 本支部は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

(1) (一社)日本調理科学会の行事の後援 

(2) 研究会，講演会，講習会等の開催 

(3) その他本支部の目的を達成するために必要な事業 

 

(事務所所在地) 

第4条 本支部の事務所は支部長の所属する団体の所在地とする。 

 

(会員) 

第5条 本支部の会員の種類は次の通りとする。 

(1) 正会員(一社)日本調理科学会の正会員で関東地方および静岡県，新潟

県，山梨県に在住または勤務する者 

(2) 学生会員(一社)日本調理科学会の学生会員で関東地方および静岡県，新

潟県，山梨県に在住または在学する者 

 

(会員の権利) 

第6条 (一社)日本調理科学会の会員は，本支部の行う事業に参加することができ

る。 



 

 

 

(役員) 

第7条 本支部には次の役員をおく。 

(1) 支部長 1 名 

(2) 副支部長 1 名 

(3) 委員 18 名を超えない数 

(4) 監事 2 名 

 

2. 役員は，関東支部に属する正会員の中から選挙によって選出し、支部総会に

おいて選任する。選出方法は別に定める細則に従うものとする。 

 

(支部長) 

第8条 支部長の選任及び解任は、支部規約に定める手続きに従って行い、本部理事

会の承認を受けるものとする。 

 

(役員の職務) 

第9条 支部役員の職務は次の通りとする。 

(1) 支部長は本支部を代表して会務を統轄し，総会および役員会を招集す

る。 

(2) 副支部長は支部長を補佐し，支部長に事故のあるときはその職務を代行

する。 

(3) 委員は支部の重要事項を審議し、執行する。 

(4) 監事は会務執行および会計の監査を行う。 

 

(役員の任期) 

第10条 役員の任期は選挙の年の翌年の 4 月 1 日から 2 年間とする。支部長以外は再

選を妨げない。ただし連続は 2 期を限度とする。 

 

(役員の解任) 

第11条 支部役員は支部総会の決議によって解任することができる。 

 



 

 

(総会の開催) 

第12条 支部総会は定期総会および臨時総会とし，支部長がこれを主宰する。 

 

2. 定期総会は毎年 1 回開催し，支部の重要事項を議決する。 

 

3. 臨時総会は役員会が必要と認めたとき，または正会員の 5 分の 1 以上の請求

があった場合に開催する。 

 

(総会の議決) 

第13条 支部総会の議決は出席者の過半数をもって決する。 

 

(会計) 

第14条 本支部の経費は(一社)日本調理科学会の交付金，その他の収入をもって充て

る。 

 

2. 本支部が行う事業のために特別な費用を必要とするときは，参加者より別に

徴収することができる。 

 

(会計年度) 

第15条 本支部の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり， 3 月 31 日に終わる。 

 

(報告) 

第16条 支部長は、別途定められる様式により、毎事業年度、次の事項について(一

社)日本調理科学会理事会に報告し、承認を受けるものとする。 

(1) 事業計画及び予算 

(2) 事業報告及び決算 

 

(規約の変更) 

第17条 本支部の規約は，総会の議決によって変更することができる。変更した場合

は、(一社)日本調理科学会理事会に報告する。 

 



 

 

付則 

1. 本規約は，昭和 62 年 9 月 14 日より施行する。 

2. 本支部の事務所は，支部長のもとにおく。 

3. 創立当初の役員は発起人会において選出し，その任期は第 7 条に定める役員の選

出完了までの期間とする。 

4. 本改正は平成 2 年 1 月 1 日より実施する。 

5. 本改正は平成 5 年 7 月 10 日より実施する。 

6. 本改正は平成 11 年 7 月 10 日より実施する。 

7. 本改正は平成 20 年 7 月 12 日より実施する。 

8. 本規約は平成 23 年 10 月 1 日より施行する。 

9. 本規約は平成 25 年 7 月 13 日より施行する。 


